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令和 8年 4月 

生活指導部・いじめ不登校対策委員会 

横堤中学校不登校対策基本方針 

１ 不登校とは 

年間３０日以上の欠席 

➡ 

登校しないあるいはしたく

ともできない状況にある者 

大阪市不登校在籍比率 

年度 在籍比率 

R2 6.48 

R3 7.59 

R4 8.62 

R5 9.61 
 

7.59何らかの心理的，情緒的，身体

的，社会的要因・背景 

文部科学省 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 

①  不登校支援の基本  

目指すこと 不登校に対する考え方 関係機関の活用 

「学校に登校する」だけでなく，

生徒が自らの進路を主体的に捉え

て，社会的に自立すること 

不登校の時期が休養や自分を見つ

め直す意味がある 

⇔学業の遅れ，進路選択上の不利

益，社会的自立へのリスク 

本人の希望を尊重した上， 

教育支援センターや不登校特例

校，ＩＣＴを活用した学習支援，

フリースクール，中学校夜間学級

などを活用する 

（参考）文部科学省 令和元年 「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」 

②  本校の現状 

学年/年度 R3 R4 R5 R6 

１年(人) ６ ３ ９ ９ 

２年(人) ３ ８ ５ 12 

３年(人) ５ ４ 11 ５ 

在籍比率(%) 4.71 5.03 8.44 9.31 

２ 未然防止＝「行きたい！」「楽しい！」魅力的な学校づくり 

全ての生徒が「学校に行きたい！」「学校は楽しい！」「学校生活は充実している！」と感じるような学

校づくりが未然防止の基本です。 

「行きたくなる」魅力的な学校づくり 

居場所づくり 

学級活動・委員会活動・行事など 

「活躍の場」「絆」を作る 

教師への信頼感 

受容的態度⇔毅然とした指導 

「話せるけどしっかり注意してくれる先生」 

分かる授業・魅力ある授業 

子どもが主体的に取り組む授業 

教室・授業を「居場所」として機能させる 

３ 対応のプロセス 

増
加
傾
向 
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①  初期対応 ～学校として徹底すること～  

欠席初日 確実に保護者と連絡を取り合うこと ※
明
ら
か
な
け
が
や
病
気
，
通
院
，

家
庭
の
都
合
等
の
ケ
ー
ス
は
除
く 

連続欠席 

欠席２日目 

欠席の理由を再確認→家庭での様子を確認 

・場合によっては家庭訪問を行う 

・登校しやすいように学習面，友人関係等に配慮する 

欠席３日目 不登校対策委員会に報告し，組織的な対応を開始する 

・学習，友人関係，部活動，家庭環境，過去の欠席状況などから見立て，支援方

針を立てる 

・家庭訪問などを行い，子どもと保護者の気持ちを聴く。「心配しているよ」

「待っているよ」などの気持ちを伝える（聴く７：伝える３） 

・他の子どもに配布物を持って行かせたり，手紙を書かせることは安易にしない 

※その他，月間３日以上の欠席（＝年間３０日以上を超えることになる）があれば対応を開始する 

②  不登校対策委員会による対応開始後 

情報の収集 ・学級担任による家庭訪問・電話連絡（欠席の理由・家庭での様子・病院の受診状況等） 

・生指カルテ，前校種・前学年からの引継ぎ情報などの確認 

臨時委員会

開催の検討 

・収集された情報をもとに，判断する 

・累計７日以上の欠席の場合，開催を積極的に判断する 

↓以下，開催が決定したらの流れ↓ 

不登校生徒

支援シート 

・不登校生徒支援シートの作成（できるだけ複数の教員で作成する） 

＜成育歴・学校生活・家族関係・経済状況など＞※累計 10日欠席の場合は必ず作成 

臨時不登校

対策委員会 

①不登校生徒支援シートに基づき，見立てを行う 

②学校での働きかけの計画を行う 

・いじめなどの人間関係の問題を解消   ・学習支援 

・教職員との関係を構築         ・弾力的措置の検討（別室・保健室登校） 

③専門機関等との連携の計画を行う 

・学校以外の場における教育機会の確保→教育支援センター，フリースクール等 

・子どもの不安や情緒の課題→医療機関，スクールカウンセラー等 

・家庭にかかわる問題→こども相談センター，区役所等 

・発達の課題→医療機関，スクールカウンセラー等 

不登校生徒

支援シート 

・不登校生徒支援シート作成対象の生徒については，不登校対策委員会までに随時情報を

更新する（更新された情報は下線で示す） 

不登校対策

委員会(月１

回開催) 

・支援計画に基づく支援の効果の検証 

・情報の共有（※単なる情報交換の場とならないようにする） 

・新たな情報も含めた見立てや計画 

③  子どもの状況が好転したとき  

不登校対策

委員会 

（可能ならば担任も参加する） 

・子どもが登校しやすい時間，場所，環境づくり（別室・保健室登校）の計画 

・学習状況への配慮・支援の計画 

・教室復帰への環境づくりの計画 

・スクールカウンセラーやまなびサポーター等との連携 

欠席月３日がター

ニングポイント! 

子どものペースに合わせた無

理のないプラン設定を行う 



3 

 

各学年・担

任等 

委員会で検討した事項について実施する 

不登校対策

委員会 

・支援計画に基づく支援の効果の検証 

④  不登校が長期化してきたとき  

学級担任を

中心に 

家庭と連携（訪問・連絡）し，子どもや保護者が安心できるよう，気持ちや行動の支援 

 「保護者には会えるが子どもに会えない」「安否が確認できない」場合には虐待の疑いを

持つこと 

・要保護児童等が 7日以上安否確認できない場合には速やかに関係機関に情報提供する必

要 

・上記にあてはまらない場合でも，３０日以上安否確認できない場合，管理職等に連絡す

る 
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４ 具体的な対応例や特に注意するポイント 

①  いじめを除く友人関係が主たる要因の対応例 

担任が状況を把握(不登校対策委員会に報告) 

情報収集 
・家庭訪問による本人，保護者への聞き取り    ・養護教諭，教科担当，部活顧問等から聞き取り 

・関係児童生徒から情報収集 

臨時不登校生徒対策委員会 
・不登校支援シートによる見立て    ・支援計画の策定 

手立ての例 
・本人，保護者との面談を継続       ・SCが本人，保護者の心のケア 

・本人の状態を把握し，支援計画を改善   ・学校の取り組みを本人，保護者に伝える 

②  いじめが主たる要因の対応例  

いじめの疑い(いじめ対策委員会に報告) 

いじめ対策委員会(以下いじめ委とする)…組織的な判断のもと対応（いじめ防止対策推進法 第２３条） 

・訪問による本人，保護者への聞き取り    ・養護教諭，教科担当，部活顧問等から聞き取り 

・関係児童生徒から情報収集 

被害生徒への支援 
・家庭訪問により本人，保護者の思いを聴く 

・本人の状態を見ながら事実確認をする 

・担任，SC等による心のケア 

・ケース会議（いじめ委＋学年教員）を開き，い

じめ委での方針を共通理解 

・ケース会議で策定した登校支援を行う 

加害生徒への指導 
・事実確認をする 

・いじめ委の方針に基づきいじめ抑止のための指

導 

・加害生徒の保護者に対し，丁寧な説明 

・改善が見られない場合，別室指導などを検討 

・再発防止に向けたケア（担任，SCなど） 

被害生徒が登校できない場合 
・家庭訪問を行い，本人・保護者の考えを聴き，加害生徒を含む学校の状況等を伝える 

・別室登校や適応指導教室への通室等を促す 

・加害生徒及び他の生徒に対して，計画的・継続的にいじめの再発防止に係る取組を行う 

・本人・保護者に対して SCによるケアを行う 

・ケース会議を継続して行い，見立てや支援計画の再検討を行う 

※いじめにより欠席が続くことは，いじめ防止対策推進法第２８条により「重大事態」に該当し，直ちに教育委員会に報告する必要があ

る。 

被害生徒が登校できる場合 
・家庭訪問や面談を行い，本人及び保護者のケアに取り組む。 

・担任や生徒指導主事等が加害生徒及び他の生徒に対して計画的継続的に再発防止に取り組む。 

・担任や教科担当が欠席期間中の学習内容の補充授業を行う。 

・本人や保護者に対して SCなどによるケアを行う。 ・小さな変化をとらえ，情報共有する 

③  発達的な特性が主たる要因の特に注意するポイント  

・特別支援教育コーディネーターが不登校対策委員会に参加 

・SCや SSWより専門的な見地から助言を受ける 

・本人の「得意なこと」「苦手なこと」等を整理し，合理的配慮について検討する 

欠席日数 10
日以上で指
導部担当指
導主事に電
話連絡，15
日以上で連
絡票提出 
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・保護者に医療機関等への受診を進める場合は，保護者の心情に配慮し，伝え方やタイミングを協議する 

④  教員との関係が主たる要因の特に注意するポイント  

・当該事象を管理職への報告，管理職より指導方法の確認と指導 

・不安を感じたタイミングや現在の気持ち等を管理職が詳しく聞き取る 

・他の要因（いじめや学習に対する不安など）がないかも探る 

・本人が安心して会える教職員等が家庭訪問や面談を行い信頼関係づくりに努める 

・別室登校等も検討する（柔軟な対応を行う） 

⑤  非行が主たる要因の特に注意するポイント  

・警察等外部機関からの情報収集 

・保護者に対して必要に応じてこども相談センターや民生委員等の相談機関を紹介する 

・関係機関との連携の窓口を決定する 

・生活指導サポートセンター（生活指導に関する相談窓口）との連携 

⑥  虐待（ネグレクト等）が主たる要因の特に注意するポイント  

・虐待の恐れがある場合は，速やかにこども相談センターに通告する。【通告は義務】 

 →在宅援助 or一時保護 

・SSW，SC，こども相談センターとの連携 

⑦  病気（起立性調節障害等）が主たる要因の特に注意するポイント  

・担任，養護教諭等が連携して情報収集を行い，不登校対策委員会において見立て・支援計画の策定 

・医療機関との連携（病気であるかそうでないかの診断） 
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５ 学校外の施設との連携 

①  大阪市教育支援センター（適応指導教室）  

【設置場所】 

・花園 (06)6331-8962  ・桃谷 (06)6731-8560 

・新大阪 (06)6322-2500 （希望する場所へ参加できる） 

【事業内容】 

・不登校児童生徒の集団生活への適応，基礎学力の補充，基本的生活習慣

の改善等，社会的自立に向けた相談・支援等を行う。 

・不登校支援アドバイザーが，要請を受けて学校を訪問し，不登校

児童生徒の個々の状況に応じた支援を行う。 

・校外の支援体制を充実させ，学校の負担軽減を図る。 

【支援時間】 

月～金 10時～15時（生徒が自分で決めて参加） 

【支援内容】 

・自学自習において不登校支援アドバイザー・スタ

ッフ(教員経験者)や学校支援ボランティア(教職

員を目指すもの)の学習支援 

・ICT端末による学習支援 

・必要に応じて SCや SSWとの面談を行うことが

できる(生徒・保護者) 

・キャリア教育（体験的な活動）を実施 

②  子ども・子育てプラザ等（サテライト）  

【設置場所】 

・サテライト旭（旭総合福祉センター2階）旭区森小路 2-5-29 

【事業内容】 

・集団活動や体験活動の機会を提供するプログラム 

・学習習慣の定着等を目的としたプログラム 

【開設日時】 

開設日時：各箇所（月曜日～土曜日のうち，週３～４日）9時 30分～17時（それぞれの施設による） 

【支援内容】 

・面談と自習（各施設により違いあり） 

③  フリースクール（民間施設）  

・不登校に対する相談・指導等に関し深い理解と知識又は経験を有し，かつ社会的信望を有している実施主

体が相談や指導を行う。 

 

出席扱いと判断

するため望ましいの

学校の流れ 

①保護者・本人と 

情報共有の連携 

②民間施設への訪

問・見学 

③校内で相談・指

導内容を民間施設

と連携 

④指導要録上の

「出席扱い」協

議・認定 

⑤「出席扱い」認

定について民間施

設へ共有 

出席扱い可 自転車の通所禁止 

出席扱い可 
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④  こどもサポートネット（こサポ） 

こサポ 

の流れ 
①スクリーニングシートの作成 

②スクリーニング会議Ⅰ 

…学校外の支援の必要性検討 
③ スクリーニング会議Ⅱ 

参加者 
担任，副担任， 

養護教諭，事務室 
教職員(職員会議後開催) 

管理職，生指主事，生指部長，養護教諭，当該生徒担任， 

ＳＣ，こサポＳＳＷ，こサポ推進員など 
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⑤  大阪市立心和中学校  

【概要】 

大阪市では、生徒一人一人の選択肢の幅を広げ、自己実現の支援と、自他ともに認め合い、尊重し合い、

ともに高め合う生徒の育成をめざして、心和中学校を開設しています。 

心和中学校は、不登校または不登校傾向の生徒の実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教

育を行う学校です。 

心和中学校には、不登校生徒を対象に教育活動を行う昼間部及び夜間部を設置しています。 

なお、夜間部は、義務教育の年齢（満 15歳）を超えており、義務教育を修了していない方や実質的に

十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方を対象とした夜間学級です。 

また、本市における不登校支援の総合的な役割を果たすことを目的として、大阪市教育委員会が所管と

する登校支援室「なごみ」を併設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所在地】 

〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東 3-1-23 

Osaka Metro 堺筋線 「恵美須町」1－A出口より北東へ約 400m 

 

【特別の教育課程】 

午後の時間から教育活動を実施し、教科学習に限らず、生徒の興味・関心に応じた学習を支援 

1年生では、総合的な学習の時間以外の教科等を年間時間削減し、総合的な学習の時間を時間追加 

2、3年生では、総合的な学習の時間以外の教科等を年間時間削減し、総合的な学習の時間を時間追加 
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【対象生徒】 

大阪市立中学校または義務教育学校後期課程に在籍し、不登校または不登校傾向にあり、心和中学校へ

の登校意欲がある生徒のうち、次の全ての要件を満たす者 

・在籍校での支援に加え、教育支援センターやフリースクール等の支援を受けているものの、在籍校

への登校が困難な者 

・心和中学校の教育課程を理解したうえで、本人、保護者ともに転入を希望する者 

・心和中学校で卒業まで学習を進めていくことを希望する者（心和中学校から元の在籍校への転学は

原則認めない） 

・保護者の責任のもと、安全な登下校が可能な者 

・心和中学校への転入により、環境を変えることで登校が可能になると在籍校長に判断されたもの 

・教育委員会事務局により、心和中学校への転入が適当であると判定された者 

 

上記要件を全て満たす転入希望者が受入予定人数を超える場合は、本人の生活習慣や面談の状況等を優

先して転入対象者を判定します。その判定においても受入予定人数を超える場合は、判定された者を対象

として抽選を実施します。 

 

 

 

 

 

 


